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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】企業内部の物品搬送および物流を簡単かつ低コ
ストに実施可能な構内運搬車両を提供する。
【解決手段】フォーク状の荷役手段１４が設けられた上
下運動可能なロードキャリア１１を備えるリフト装置９
と、トレーラを運搬するための連結装置２０とを備える
構内運搬車両１において、荷役手段１４が、実質的に水
平の旋回軸１５を中心に旋回可能に支承されている少な
くとも１つの負荷区分１４ｂを備える。また、連結装置
２０がリフト装置９の領域に配置する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フォーク状の荷役手段が設けられた上下運動可能なロードキャリアを備えるリフト装置
と、トレーラを運搬するための連結装置とを備える構内運搬車両において、前記荷役手段
（１４）が、実質的に水平の旋回軸（１５）を中心に旋回可能に支承されている少なくと
も１つの負荷区分（１４ｂ）を備えることを特徴とする、構内運搬車両。
【請求項２】
　連結装置（２０）がリフト装置（９）の領域に配置されている、請求項１記載の構内運
搬車両。
【請求項３】
　連結装置（２０）が高さ調節可能である、請求項１または２記載の構内運搬車両。
【請求項４】
　荷役手段（１４）の負荷区分（１４ｂ）が、水平位置と鉛直位置との間で旋回可能であ
る、請求項１から３までのいずれか１項記載の構内運搬車両。
【請求項５】
　荷役手段（１４）の負荷区分（１４ｂ）が、補助力装置（１６）、特にハイドロリック
シリンダ（１７）により旋回可能である、請求項１から４までのいずれか１項記載の構内
運搬車両。
【請求項６】
　荷役手段（１４）の負荷区分（１４ｂ）が、補助力装置（１６）により、運転台（４）
から旋回可能である、請求項５記載の構内運搬車両。
【請求項７】
　連結装置（２０）がロードキャリア（１１）に配置されている、請求項１から６までの
いずれか１項記載の構内運搬車両。
【請求項８】
　当該構内運搬車両（１）が、電気的な駆動系を備え、運転台（４）が、操舵可能なドラ
イブホイール（３）が設けられたフロント側の駆動部（２）と、リア側のフレーム区分（
２５）との間に配置されており、当該構内運搬車両（１）が、リア側のフレーム区分（２
５）の領域にロードローラ（７）を備える、請求項１から７までのいずれか１項記載の構
内運搬車両。
【請求項９】
　リア側のフレーム区分（２５）の領域に、エネルギ供給装置、特にバッテリブロックを
収容するためのバッテリコンパートメント（６）が配置されている、請求項８記載の構内
運搬車両。
【請求項１０】
　駆動部（２）の領域に、エネルギ供給装置、特にバッテリブロックを収容するためのバ
ッテリコンパートメント（６）が配置されている、請求項８記載の構内運搬車両。
【請求項１１】
　リフト装置（９）が、リア側のフレーム区分（２５）の領域に配置されている、請求項
８から１０までのいずれか１項記載の構内運搬車両。
【請求項１２】
　リフト装置（９）が、定置の固定マスト（１０）を備え、該固定マスト（１０）内に、
ロードキャリア（１１）がリフトドライブ（１２）、特にリフトシリンダにより上下運動
可能に配置されている、請求項１から１１までのいずれか１項記載の構内運搬車両。
【請求項１３】
　運転台（４）が、立ったオペレータのためのプラットフォーム（５）を備える、請求項
８から１２までのいずれか１項記載の構内運搬車両。
【請求項１４】
　当該構内運搬車両（１）が、最大９００ｍｍ、有利には最大８００ｍｍの全幅を有する
、請求項１から１３までのいずれか１項記載の構内運搬車両。
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【請求項１５】
　荷役手段（１４）の負荷区分（１４ｂ）が水平位置にあるとき、当該構内運搬車両（１
）が、最大１８００ｍｍ、有利には最大１７００ｍｍの全長を有する、請求項１から１４
までのいずれか１項記載の構内運搬車両。
【請求項１６】
　当該構内運搬車両（１）が、最大１５０ｍｍ、有利には最大１３５ｍｍの乗り込み高さ
を有する、請求項１から１５までのいずれか１項記載の構内運搬車両。
【請求項１７】
　当該構内運搬車両（１）が、１２５０ｍｍの最大揚高を有する、請求項１から１６まで
のいずれか１項記載の構内運搬車両。
【請求項１８】
　ロードキャリア（１１）がフォークキャリアとして形成されており、該フォークキャリ
アに、荷役手段（１４）の、側方に間隔を置いた折りたたみ可能な２つの負荷区分（１４
ｂ）が旋回可能に支承されている、請求項１から１７までのいずれか１項記載の構内運搬
車両。
【請求項１９】
　ロードキャリア（１１）がフォークキャリアとして形成され、荷役手段（１４）が、側
方に間隔を置いた２つのフォークアームにより形成されており、該フォークアームがそれ
ぞれ１つのフォーク背部（１４ａ）を備え、該フォーク背部（１４ａ）に負荷区分（１４
ｂ）が旋回可能に支承されており、かつ該フォーク背部（１４ａ）によりフォークアーム
がフォークキャリアに取り付け可能である、請求項１から１７までのいずれか１項記載の
構内運搬車両。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、少なくとも１つのフォーク状の荷役手段が設けられた上下運動可能なロード
キャリアを備えるリフト装置と、トレーラを運搬するための連結装置とを備える構内運搬
車両に関する。
【背景技術】
【０００２】
　企業内部での物品搬送および物流、特に生産プラント内の生産ラインの物資供給は、一
般にトレーラを用いて行われる。トレーラにより、搬送したい物品が特にパレットに載せ
られ生産プラント内で搬送される。
【０００３】
　単数または複数のこれらのトレーラを牽引するために、トラクタとして形成された構内
運搬車両が使用される。トラクタとして形成された構内運搬車両には、適当な連結装置が
設けられている。連結装置には、単数または複数のトレーラが掛着もしくは連結され得る
。この種のトラクタは、コンパクトな寸法を有する。これにより、搬送用トレーラは、生
産プラント内の狭い搬送路でも安全に運搬され得る。
【０００４】
　トレーラの荷積みおよび荷卸しのために、フォークリフトとして形成された構内運搬車
両が使用される。フォークリフトとして形成された構内運搬車両には、リフト装置、例え
ばリフトマストが設けられている。リフト装置には、フォークアームが設けられたフォー
クキャリアが上下運動可能、つまり昇降可能に配置されている。フォークリフトには、一
般に、リフトマストとは反対側の領域に連結装置が設けられている。しかし、走行方向で
前方に張り出したフォークアームのために、この種のフォークリフトは、車両縦方向で大
きなスペースを要求する。これにより、この種のフォークリフトは、トレーラを牽引する
ために、ひいては生産プラント内の狭い搬送路上での物品搬送および物流のために限定的
に適しているにすぎない。
【０００５】
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　これにより、生産プラント内の狭い搬送路上での企業内部の物品搬送および物流のため
に、２つの構内運搬車両が必要とされる。この場合、トラクタにより、搬送用トレーラが
生産プラント内で牽引され、フォークリフトにより、搬送用トレーラに荷が積み卸しされ
得る。
【０００６】
　これにより、少なくとも２人のオペレータにより操作される２つの異なる構内運搬車両
の使用により、企業内部の物品搬送および物流は、高い手間とコストを有する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の課題は、企業内部の物品搬送および物流を簡単かつ低コストに実施可能な構内
運搬車両を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために本発明の構成では、前記荷役手段が、実質的に水平の旋回軸
を中心に旋回可能に支承されている少なくとも１つの負荷区分を備えるようにした。
【発明の効果】
【０００９】
　このように構成したことにより、トレーラを牽引するための連結装置が設けられており
、かつリフト装置に配置されたフォーク状の荷役手段が、折りたたみ可能な負荷区分を備
える構内運搬車両が提供される。これにより、一方ではトラクタの機能を有し、荷役手段
の折りたたみ可能な負荷区分に基づいて、単数または複数のトレーラ牽引時の、車両縦方
向での構内運搬車両のコンパクトな寸法が達成され、他方ではフォークリフトの機能を有
し、フォークリフトによりトレーラに荷積みおよび荷卸しすることができる構内運搬車両
が簡単に提供される。これにより、企業内部の、特に狭い搬送路上での物品搬送および物
流のために、１人のオペレータにより操作されることができ、搬送用トレーラの牽引なら
びに荷積みおよび荷卸しを１台でこなすことができる本発明による構内運搬車両だけが必
要である。これにより、企業内部の物品搬送および物流は簡単かつ安価に実施され得る。
【００１０】
　この場合、連結装置は、リフト装置とは別個に、構内運搬車両の反対側の端部に配置さ
れ得る。本発明の有利な実施の形態では、連結装置がリフト装置の領域に配置されている
。これにより、本発明による構内運搬車両は、簡単に、今あるフォークリフトまたは今あ
るトラクタから派生し得る。
【００１１】
　連結装置は固定的に構内運搬車両に配置され得る。連結装置が高さ調節可能であると、
特別な利点が生じる。高さ調節は、手動または自動で、例えば電気式または液圧式に実施
され得る。
【００１２】
　本発明の有利な実施の形態では、荷役手段の負荷区分が、水平位置と鉛直位置との間で
旋回可能である。これにより、荷役手段の負荷区分の水平位置においては、本発明による
構内運搬車両は、搬送用トレーラの荷積みおよび荷卸しのためのフォークリフトの機能を
有する。荷役手段の負荷区分が鉛直位置に折りたたまれているとき、本発明による構内運
搬車両は、車両縦方向でコンパクトな寸法を有したトラクタの機能を有する。トラクタの
機能では、リフト装置の領域に配置される連結装置により、搬送用トレーラは安全に生産
プラント内の狭い搬送路上で牽引され得る。
【００１３】
　本発明の有利な実施の形態で、荷役手段の負荷区分が、補助力装置、特にハイドロリッ
クシリンダにより旋回可能であると、特別な利点が達成可能である。この種の補助力装置
により、荷役手段の負荷区分が手動で折りたたみ可能である場合に比べて、フォークリフ
トの機能とトラクタの機能との間での構内運搬車両の迅速な切り換えが生じる。
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【００１４】
　さらに、本発明の有利な実施の形態で、荷役手段の負荷区分が、補助力装置により、運
転台から旋回可能であると、荷役手段の負荷区分を出し入れする際の、本発明による構内
運搬車両の安全かつ簡単な操作可能性が生じる。
【００１５】
　連結装置がロードキャリアに配置されていると、特別な利点が達成可能である。連結装
置は、ロードキャリアに、相応の折りたたみ可能な負荷区分の間に簡単に配置されること
ができ、この場合、ロードキャリアにより簡単に連結装置の高さ調節可能性が達成可能で
ある。
【００１６】
　有利には、当該構内運搬車両が、電気的な駆動系を備え、運転台が、操舵可能なドライ
ブホイールが設けられたフロント側の駆動部と、リア側のフレーム区分との間に配置され
ており、当該構内運搬車両が、リア側のフレーム区分の領域にロードローラを備える。本
発明による構内運搬車両のこの構造は、トラクタの典型的な構造に相当する。これにより
、本発明による構内運搬車両は簡単に、今あるトラクタから派生し得る。この種の構内運
搬車両は、短い軸距を有しており、かつトラクタとしての機能時に荷役手段の負荷区分が
鉛直に旋回されることにより構内運搬車両のコンパクトな寸法を可能にする。
【００１７】
　本発明の有利な実施の形態では、リア側のフレーム区分に、エネルギ供給装置、特にバ
ッテリブロックを収容するためのバッテリコンパートメントが配置されている。
【００１８】
　駆動部の領域に、エネルギ供給装置、特にバッテリブロックを収容するためのバッテリ
コンパートメントが配置されていると、特別な利点が達成可能である。
【００１９】
　この場合、折りたたみ可能な負荷区分および連結装置が設けられたリフト装置が、リア
側のフレーム区分の領域に配置されていると、特別な利点が生じる。これにより、フォー
クリフトとしての構内運搬車両の機能時、バッテリコンパートメント内に配置されたエネ
ルギ供給装置を備える、リフト装置とは反対側に配置された駆動部は、カウンタウェイト
の機能を有する。これにより、搬送車両の安全な荷積みおよび荷卸しが可能である。しか
し、リフト装置および／または連結装置を駆動部の領域に配置することも可能である。こ
れにより、この配置では、フォークリフトとしての構内運搬車両の機能時、バッテリコン
パートメントがカウンタウェイトとして機能する。
【００２０】
　有利には、リフト装置が、定置の固定マストを備え、該固定マスト内に、ロードキャリ
アがリフトドライブ、特にハイドロリックシリンダにより上下運動可能に配置されている
。この種のリフト装置は、低い構成手間を有しており、かつ構内運搬車両により牽引され
る搬送用トレーラに荷を積み卸しするための揚高を簡単に可能にする。
【００２１】
　本発明の有利な実施の形態では、本発明による構内運搬車両の運転台が、立ったオペレ
ータのためのプラットフォームとして形成されている。立席式のプラットフォームとして
形成された運転台により、車両縦方向での構内運搬車両のコンパクトな寸法が達成可能で
ある。これに加えて、立席式のプラットフォームとして形成される運転台では、オペレー
タのための低い乗り込み高さが達成可能であり、この場合、構内運搬車両は人間工学的に
優れている。
【００２２】
　本発明による構内運搬車両は、最大９００ｍｍ、有利には最大８００ｍｍの全幅を有す
る。これは、本発明による構内運搬車両が派生するトラクタの典型的な幅に相当する。
【００２３】
　荷役手段の負荷区分が水平位置にあるとき、本発明による構内運搬車両が、最大１８０
０ｍｍ、有利には最大１７００ｍｍの全長を有する限り、狭い搬送路上での、企業内部で
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の物品搬送および物流、特に生産プラント内の生産ラインの物資供給と、狭小な積み卸し
場でのトレーラの荷積みおよび荷卸しとを可能にするコンパクトな構内運搬車両が達成さ
れる。
【００２４】
　本発明による構内運搬車両が、最大１５０ｍｍ、有利には最大１３５ｍｍの乗り込み高
さを有する限り、オペレータの乗り降りを容易くする人間工学的な利点が生じる。
【００２５】
　さらに、本発明による構内運搬車両は、１２５０ｍｍの最大揚高を有する。このような
揚高は、固定マストと、固定マスト内に配置されるロードキャリアとにより形成されてい
るリフトフレームにより、僅かな構成手間で達成され得る。この場合、この揚高により、
トレーラの荷積みおよび荷卸しが可能となる。
【００２６】
　本発明の有利な実施の形態では、ロードキャリアがフォークキャリアとして形成されて
おり、該フォークキャリアに、荷役手段の、側方に間隔を置いた折りたたみ可能な２つの
負荷区分が旋回可能に支承されている。これにより、フォーク状の荷役手段を形成する折
りたたみ可能な両負荷区分が直接、フォークキャリアとして形成されたロードキャリアに
旋回可能に支承されているので、僅かな構成手間が達成される。
【００２７】
　本発明の有利な実施の形態では、ロードキャリアがフォークキャリアとして形成され、
荷役手段が、側方に間隔を置いた２つのフォークアームにより形成されており、該フォー
クアームがそれぞれ１つのフォーク背部を備え、該フォーク背部に負荷区分が旋回可能に
支承されており、かつ該フォーク背部によりフォークアームがフォークキャリアに取り付
け可能である。これにより、フォーク状の荷役手段は、フォーク背部に旋回可能に支承さ
れているそれぞれ１つの折りたたみ可能な負荷区分を備える２つのフォークアームにより
形成され、フォークアームは、フォーク背部により、フォークキャリアとして形成された
ロードキャリアに取り付けられている。さらに、例えばフォークキャリアに側方にスライ
ド可能に取り付けられていることができるこの種の折りたたみ可能なフォークアームによ
り、両負荷区分の側方の間隔が、フォーク状の荷役手段の、それぞれ異なる積載担体、例
えばパレット、ロールコンテナまたは小型部品用容器への適合を達成するために、簡単に
変更され得る。
【００２８】
　本発明のその他の利点および詳細については、概略図に示す実施の形態を参照しながら
詳説する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　図１には、本発明による構内運搬車両（Ｆｌｕｒｆｏｅｒｄｅｒｚｅｕｇ）１が斜視図
で示されている。構内運搬車両１は、車両縦方向で見てフロント側の駆動部２を有する。
駆動部２内には、少なくとも１つの操舵可能なドライブホイール３が配置されている。本
発明による構内運搬車両１は、電気的な駆動系を備え、かつ駆動部２内に配置されドライ
ブホイール３に作用結合した図示しない電気的なドライブモータおよびステアリングモー
タを備える。さらに駆動部２内には、パワー電子ユニットおよび常用ブレーキが配置され
得る。駆動部２内に、または駆動部２に隣接してバッテリコンパートメント６が配置され
ている。バッテリコンパートメント６内には、電気的な駆動系のエネルギ供給装置、例え
ばバッテリブロックが配置され得る。
【００３０】
　駆動部２およびバッテリコンパートメント６に続いて、構内運搬車両１は、立席式のプ
ラットフォーム５により形成されている運転台４を有する。運転台４に隣接して、リア側
のフレーム区分２５が形成されている。リア側のフレーム区分２５には、ロードローラ７
が設けられている。
【００３１】
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　構内運搬車両１を操作するために、駆動部２の上面に配置されているハンドルに似た操
縦装置８が設けられている。
【００３２】
　リア側のフレーム区分２５には、またはリア側のフレーム区分２５に隣接して、本発明
による構内運搬車両１にリフト装置９が設けられている。リフト装置９は、定置の固定マ
スト（Ｓｔａｎｄｍａｓｔ）１０を備えるリフトフレーム（Ｈｕｂｇｅｒｕｅｓｔ）とし
て形成されている。固定マスト１０は、車両横方向で互いに間隔を置き鉛直に配置された
２つの固定マストプロフィル１０ａ，１０ｂを有する。固定マストプロフィル１０ａ，１
０ｂは、例えばリア側のフレーム区分２５に固定されている。固定マストプロフィル１０
ａ，１０ｂ内には、プレート状のフォークキャリア（Ｇａｂｅｌｔｒａｅｇｅｒ）として
形成されたロードキャリア（Ｌａｓｔｔｒａｅｇｅｒ）１１が、図示しないガイドローラ
により上下運動可能に配置されている。ロードキャリア１１の上昇および下降のために、
例えばリフトシリンダとして形成されたリフトドライブ１２が設けられている。リフトド
ライブ１２は、リフト手段１３、例えばリフトチェーンによりロードキャリア１１に結合
されている。
【００３３】
　ロードキャリア１１は、荷重を受けるフォーク状の荷役手段（Ｌａｓｔａｕｆｎａｈｍ
ｅｍｉｔｔｅｌ）１４を受容するために役立つ。荷役手段１４は、図１に示す実施の形態
では、側方に間隔を置いた２つのフォークアーム（Ｇａｂｅｌｚｉｎｋｅ）により形成さ
れている。両フォークアームは、それぞれ１つの鉛直のフォーク背部１４ａを有する。フ
ォーク背部１４ａにより、フォークアームは、フォークキャリアとして形成されたロード
キャリア１１に取り付け可能である。さらにフォークアームは、それぞれ１つの負荷区分
１４ｂを有する。負荷区分１４ｂは、本発明により、実質的に水平の旋回軸１５を中心と
して旋回可能にフォーク背部１４ａに支承されている。この場合、両フォークアームはフ
ォーク背部１４ａにより、フォークキャリアとして形成されたロードキャリア１１に、側
方にスライド可能に配置されていることができる。
【００３４】
　負荷区分１４ｂを旋回もしくは揺動させるために、対応するフォークアームのフォーク
背部１４ａに、旋回軸１５を形成する支承ピンのための支承孔が形成されていることがで
きる。この場合、負荷区分１４ｂには、フォーク状の拡張部が設けられている。フォーク
状の拡張部は、支承ピンのための対応する受容部を形成する。
【００３５】
　この場合、負荷区分１４ｂは、例えばハイドロリックシリンダ１７として形成された補
助力装置１６により、図２に実線で示した水平位置と、図２に破線で示した鉛直位置との
間で旋回可能である。
【００３６】
　この場合、ハイドロリックシリンダ１７として形成された補助力装置１６は、例えばシ
リンダチューブ１７ａにより、対応するフォーク背部１４ａに取り付けられており、かつ
伸縮可能なピストンロッド１７ｂにより、それぞれのフォークアームの負荷区分１４ｂの
レバーアーム１８に作用結合している。
【００３７】
　本発明の、図２に示す実施の形態では、フォーク状の荷役手段１４は、側方に間隔を置
き、直接、フォークキャリアとして形成されたロードキャリア１１に旋回可能に取り付け
られている２つの負荷区分１４ｂにより形成されている。この場合、負荷区分１４ｂを旋
回もしくは揺動させるために、ロードキャリア１１に、旋回軸１５を形成する支承ピンの
ためのそれぞれ１つの支承孔が形成されていることができる。この場合、負荷区分１４ｂ
には、フォーク状の拡張部が設けられている。拡張部は、支承孔のための対応する収容部
を形成する。補助力装置１６がハイドロリックシリンダとして形成されている場合、ハイ
ドロリックシリンダのピストンロッドが、対応する負荷区分１４ｂに、対応するレバーア
ームにより作用結合し、かつハイドロリックシリンダのシリンダチューブが、フォークキ
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ャリアとして形成されたロードキャリア１１に取り付けられていると、負荷区分１４ｂは
簡単に旋回され得る。例えばハイドロリックシリンダとして形成された補助力装置１６を
１つだけ設けることも可能である。この唯一の補助力装置１６は、ロードキャリア１１に
取り付けられ、両負荷区分１４ｂに作用結合している。
【００３８】
　本発明により、図１に示す実施の形態および図２に示す実施の形態において、さらにリ
フト装置９の領域に、トレーラ２０を運搬するための連結装置２０が設けられている。こ
の場合、連結装置２０は、鉛直方向に間隔を置いた複数のフランジプレート２１を有する
。フランジプレート２１内には、カップリングピン２２が配置され得る。この場合、連結
装置２０は、例えばロードキャリア１１に、両フォークアームのフォーク背部１４ａ（図
１）の間もしくは荷役手段１４の折りたたみ可能な負荷区分１４ｂ（図２）の間に配置さ
れ、固定されている。連結装置２０は、手動操作されるか、または適当な操作機構により
運転台４から操作することができる自動的なカップリング装置として形成されていること
ができる。
【００３９】
　補助力装置１６により、荷役手段１４の、旋回軸１５を中心として旋回可能に支承され
た負荷区分１４ｂは、図１に示す実施の形態でも、図２に示す実施の形態でも、図２に示
す水平位置から、破線で示す鉛直位置へと旋回可能である。
【００４０】
　荷役手段１１の負荷区分１４ｂの鉛直位置では、本発明による構内運搬車両１の連結装
置２０に、単数または複数のトレーラが掛着もしくは連結されることができ、これにより
、本発明による構内運搬車両１は、車両縦方向にコンパクトな寸法でトレーラの牽引を可
能にし、これにより生産プラント内の狭い搬送路上での物品搬送および物流、ひいては生
産プラント内での生産ラインの物資供給のために適したトラクタの機能を有する。
【００４１】
　荷役手段１４の負荷区分１４ｂの水平位置では、本発明による構内運搬車両１は、駆動
部２と、バッテリコンパートメント６内に配置されるバッテリブロックとが、カウンタウ
ェイトとして働くフォークリフトの機能を有する。この場合、リフト装置９と、フォーク
キャリアとして形成された上下運動可能なロードキャリア１１に配置されているフォーク
状の荷役手段１４とにより、トレーラは荷積み、荷卸しされ得る。この場合、リフト装置
９は、固定マスト１０と、固定マスト１０内に上下運動可能に配置されるロードキャリア
１１とを備える構成に基づいて、トレーラの荷積みおよび荷卸しのために十分な揚高を有
する。
【００４２】
　補助力装置１６およびリフトドライブ１２の操作のために、相応の操作装置、例えば操
縦装置８に配置されるスイッチが設けられている。これにより、折りたたみ可能な負荷区
分１４ｂが設けられたロードキャリア１１は、運転台４から上昇および下降され、荷役手
段１４の負荷区分１４ｂは、運転台４から出し入れ自在に旋回されることができる。これ
により、本発明による構内運搬車両１は、運転台４から操作され得る。これにより、本発
明による構内運搬車両１は、人間工学的に優れた簡単かつ確実な操作可能性を有する。
【００４３】
　リフトドライブ１２をリフトシリンダとして形成し、補助力装置１６をハイドロリック
シリンダ１７として形成した場合、これらは、電気的に駆動される図示しないハイドロリ
ックユニットにより供給可能である。ハイドロリックユニットは、リア側のフレーム区分
２５の領域または駆動部２内に配置され得る。
【００４４】
　リフト装置９および連結装置２０がリア側に、リア側のフレーム区分２５の領域に配置
されている、本発明による構内運搬車両１の図示の実施の形態とは異なり、リフト装置９
および連結装置２０がフロント側に、駆動部２の領域に配置されてもよい。
【００４５】
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　加えて、連結装置２０をリア側に、リア側のフレーム区分２５に配置し、かつリフト装
置９をフロント側に、駆動部２に配置するか、またはリフト装置９をリア側に、リア側の
フレーム区分２５に配置し、かつ連結装置２０をフロント側に、駆動部２に配置すること
も可能である。
【００４６】
　駆動部２にバッテリコンパートメント６を配置する代わりに、バッテリコンパートメン
ト６をリア側のフレーム区分２５に配置してもよい。
【００４７】
　この場合、本発明による構内運搬車両１は、図１および図２に示したように駆動部２お
よびリア側のフレーム区分２５ならびに両者の間に配置された運転台４を備えるトラクタ
から簡単に派生し得る。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】本発明による構内運搬車両の第１の実施の形態の斜視図である。
【図２】本発明による構内運搬車両の第２の実施の形態の側面図である。
【符号の説明】
【００４９】
　１　構内運搬車両
　２　駆動部
　３　ドライブホイール
　４　運転台
　５　プラットフォーム
　６　バッテリコンパートメント
　７　ロードローラ
　８　操縦装置
　９　リフト装置
　１０　固定マスト
　１０ａ，１０ｂ　固定マストプロフィル
　１１　ロードキャリア
　１２　リフトドライブ
　１３　リフト手段
　１４　荷役手段
　１４ａ　フォーク背部
　１４ｂ　負荷区分
　１５　旋回軸
　１６　補助力装置
　１７　ハイドロリックシリンダ
　１７ａ　シリンダチューブ
　１７ｂ　ピストンロッド
　１８　レバーアーム
　２０　連結装置
　２１　フランジプレート
　２２　カップリングピン
　２５　リア側のフレーム区分
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